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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数台の作業端末がネットワークにより接続された列車運行計画作成システムであって
、
　各作業端末は、
　表示装置と、
　作成中の列車運行計画を前記表示装置の画面上に表示する画面表示手段と、
　自端末に於ける作業内容を操作履歴として蓄積すると共に、前記自端末に於ける作業内
容を、前記ネットワークを介して、他の作業端末へ送信する自端末操作履歴蓄積手段と、
　他の作業端末に於ける操作履歴を、前記ネットワークを介して取得し、他端末操作履歴
として蓄積する他端末操作履歴蓄積手段と、
　前記他端末操作履歴に基づき当該他端末操作履歴に対応する他の作業端末に於いて将来
に操作される内容を推定する他端末操作推定手段とを備え、
　前記画面表示手段は、前記他端末操作推定手段によって推定された前記他の作業端末に
於ける操作内容を、前記作成中の列車運行計画が表示された前記表示装置の画面上に表示
し、
　各作業端末は、
　前記自端末に於ける作業内容と前記他端末操作推定手段によって推定された前記他の作
業端末に於ける操作内容とが競合するか否かを比較して、競合する場合には前記画面表示
手段を用いて前記作成中の列車運行計画が表示された前記表示装置の画面上に警告を表示
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する比較手段を更に備えることを特徴とする、
列車運行計画作成システム。
【請求項２】
　請求項１記載の列車運行計画作成システムであって、
　前記他端末操作推定手段は、列車運行計画の作成に関する一連の操作内容を登録した操
作パターンを基に、前記他の作業端末に於いて将来に操作される内容を推定することを特
徴とする、
列車運行計画作成システム。
【請求項３】
　複数台の作業端末がネットワークにより接続された列車運行計画作成システムであって
、
　各作業端末は、
　表示装置と、
　作成中の列車運行計画を前記表示装置の画面上に表示する画面表示手段と、
　自端末に於ける作業内容を操作履歴として蓄積すると共に、前記自端末に於ける作業内
容を、前記ネットワークを介して、他の作業端末へ送信する自端末操作履歴蓄積手段と、
　他の作業端末に於ける操作履歴を、前記ネットワークを介して取得し、他端末操作履歴
として蓄積する他端末操作履歴蓄積手段と、
　前記他端末操作履歴に基づき当該他端末操作履歴に対応する他の作業端末に於いて将来
に操作される内容を推定する他端末操作推定手段とを備え、
　前記画面表示手段は、前記他端末操作推定手段によって推定された前記他の作業端末に
於ける操作内容を、前記作成中の列車運行計画が表示された前記表示装置の画面上に表示
し、
　前記他端末操作推定手段は、列車運行計画の作成に関する一連の操作内容を登録した操
作パターンを基に、前記他の作業端末に於いて将来に操作される内容を推定することを特
徴とする、
列車運行計画作成システム。
【請求項４】
　請求項２又は３記載の列車運行計画作成システムであって、
　前記画面表示手段は、前記他端末操作推定手段が将来の操作内容として推定した操作パ
ターン毎に区別して、操作推定内容を前記表示装置の画面上に表示することを特徴とする
、
列車運行計画作成システム。
【請求項５】
　複数台の作業端末と、各作業端末からアクセス可能なサーバとが、ネットワークにより
接続された列車運行計画作成システムであって、
　前記サーバは、
　各作業端末から当該作業端末に於ける操作内容を操作履歴として取得して蓄積する各端
末操作履歴蓄積手段と、
　作業端末毎に、当該作業端末の操作内容に基づき当該作業端末に於ける将来の操作内容
を推定する各端末操作推定手段とを備え、
　各作業端末は、
　作成中の列車運行計画をその画面上に表示する表示装置を備えており、
　前記サーバは、
　サーバ用表示装置と、
　作業端末毎に、当該作業端末の操作内容と、他の作業端末の操作内容とが競合するか否
かを比較し、競合する場合には、警告を前記サーバ用表示装置の画面上に表示する一方で
、作業端末からのアクセスに応じて当該作業端末の前記表示装置の画面上に前記警告を表
示する比較手段とを更に備えることを特徴とする、
列車運行計画作成システム。
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【請求項６】
　請求項５記載の列車運行計画作成システムであって、
　前記各端末操作推定手段は、列車運行計画の作成に関する一連の操作内容を登録した操
作パターンを基に、前記各作業端末に於いて将来に操作される内容を推定することを特徴
とする、
列車運行計画作成システム。
【請求項７】
　複数台の作業端末と、各作業端末からアクセス可能なサーバとが、ネットワークにより
接続された列車運行計画作成システムであって、
　前記サーバは、
　各作業端末から当該作業端末に於ける操作内容を操作履歴として取得して蓄積する各端
末操作履歴蓄積手段と、
　作業端末毎に、当該作業端末の操作内容に基づき当該作業端末に於ける将来の操作内容
を推定する各端末操作推定手段とを備え、
　前記各端末操作推定手段は、列車運行計画の作成に関する一連の操作内容を登録した操
作パターンを基に、前記各作業端末に於いて将来に操作される内容を推定することを特徴
とする、
列車運行計画作成システム。
【請求項８】
　請求項６又は７記載の列車運行計画作成システムであって、
　前記サーバは、
　サーバ用表示装置と、
　前記サーバ用表示装置の画面表示手段とを更に備えており、
　前記画面表示手段は、前記各端末操作推定手段が前記各端末に於ける将来の操作内容と
して推定した操作パターン毎に区別して、前記各端末の操作推定内容を前記サーバ用表示
装置の画面上に表示することを特徴とする、
列車運行計画作成システム。
【請求項９】
　複数台の作業端末がネットワークにより接続された列車運行計画作成システムであって
、
　各作業端末は、
　表示装置と、
　作成中の列車運行計画を前記表示装置の画面上に表示する画面表示手段と、
　自端末に於ける作業内容を操作履歴として蓄積すると共に、前記自端末に於ける作業内
容を、前記ネットワークを介して、他の作業端末へ送信する自端末操作履歴蓄積手段と、
　前記自端末に於ける作業内容に基づき当該自端末に於いて将来に操作される内容を推定
すると共に、推定された前記自端末に於ける操作内容を、操作推定内容として、前記ネッ
トワークを介して、前記他の作業端末へ送信する自端末操作推定手段と、
　前記ネットワークを介して、前記他の作業端末から送信されて来た当該他の作業端末の
操作履歴及び操作推定内容を取得して蓄積する他端末操作履歴・操作推定内容蓄積手段と
を備え、
　前記画面表示手段は、他端末操作履歴・操作推定内容蓄積手段に蓄積された前記他の作
業端末の操作履歴及び操作推定内容を、前記作成中の列車運行計画が表示された前記表示
装置の画面上に表示し、
　各作業端末は、
　前記自端末に於ける操作推定内容と前記他の作業端末の操作履歴とが、及び、前記自端
末に於ける操作推定内容と前記他の作業端末の操作推定内容とが共に競合するか否かを比
較して、競合する場合には前記画面表示手段を用いて前記作成中の列車運行計画が表示さ
れた前記表示装置の画面上に警告を表示する比較手段を更に備えることを特徴とする、
列車運行計画作成システム。
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【請求項１０】
　請求項９記載の列車運行計画作成システムであって、
　前記自端末操作推定手段は、列車運行計画の作成に関する一連の操作内容を登録した操
作パターンを基に、前記自端末に於いて将来に操作される内容を推定することを特徴とす
る、
列車運行計画作成システム。
【請求項１１】
　複数台の作業端末がネットワークにより接続された列車運行計画作成システムであって
、
　各作業端末は、
　表示装置と、
　作成中の列車運行計画を前記表示装置の画面上に表示する画面表示手段と、
　自端末に於ける作業内容を操作履歴として蓄積すると共に、前記自端末に於ける作業内
容を、前記ネットワークを介して、他の作業端末へ送信する自端末操作履歴蓄積手段と、
　前記自端末に於ける作業内容に基づき当該自端末に於いて将来に操作される内容を推定
すると共に、推定された前記自端末に於ける操作内容を、操作推定内容として、前記ネッ
トワークを介して、前記他の作業端末へ送信する自端末操作推定手段と、
　前記ネットワークを介して、前記他の作業端末から送信されて来た当該他の作業端末の
操作履歴及び操作推定内容を取得して蓄積する他端末操作履歴・操作推定内容蓄積手段と
を備え、
　前記画面表示手段は、他端末操作履歴・操作推定内容蓄積手段に蓄積された前記他の作
業端末の操作履歴及び操作推定内容を、前記作成中の列車運行計画が表示された前記表示
装置の画面上に表示し、
　前記自端末操作推定手段は、列車運行計画の作成に関する一連の操作内容を登録した操
作パターンを基に、前記自端末に於いて将来に操作される内容を推定することを特徴とす
る、
列車運行計画作成システム。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１記載の列車運行計画作成システムであって、
　前記画面表示手段は、前記自端末操作推定手段が将来の操作内容として推定した操作パ
ターン毎に区別して、操作推定内容を前記表示装置の画面上に表示することを特徴とする
、
列車運行計画作成システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数人による列車運行計画の作成を支援するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　列車運行計画の作成及びダイヤ乱れ時の列車運行計画の変更は、複数人の作成担当者が
協力して行う場合が多い。ここで、「列車運行計画」は、１）列車ダイヤの他に、２）ど
の列車にどの車両を割り当てるかを定める車両運用計画、３）どの列車にどの乗務員を割
り当てるかを定める乗務員運用計画、４）車両基地に於ける列車の入換及び検査・清掃等
の作業について定める構内作業計画等を、含む。これらの計画は、例えば、列車の走行区
間に合わせて、複数の作成担当者が役割分担して作成（又は変更）する他、車両基地に於
ける車両入換と検査・清掃等の作業といった業務の種類、或いは、乗務員運用に於ける車
掌の運用と運転士の運用といった割当対象の種類等によっても、複数の作成担当者が役割
分担して作成（又は変更）している。この様に、複数人が共同で列車運行計画を作成する
（又は、ダイヤ乱れ時に列車運行計画を変更する）場合には、各担当者の作業が他の担当
者の作業に影響を及ぼす（又は、各担当者の作業が他の担当者の作業によって影響を受け
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る）可能性に留意しなければならない。
【０００３】
　従来の列車運行計画作成システムに於いては、各作業端末に於いて作成された内容を他
の作業端末にも表示することにより各作成担当者に注意を喚起したり、複数の作業端末で
作成された内容が競合する場合には警告を表示する様に設定されている（例えば、特許文
献１参照。）。又は、予め各作業端末に作業範囲に対応した作成権限を与えることで、各
端末の作業範囲が重複しない様にすると共に、ダイヤ管理データベースへのアクセスには
排他制御を用いることで、データの不整合が発生することを抑制している（例えば、特許
文献２参照。）。
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－２３６３１０号公報
【特許文献２】特開２００６－２７５５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　列車運行計画は、通常、複数本の列車又は作業を単位として、作成(又は変更）される
ことが多い。以下では、一例として、列車運行計画の１つである列車ダイヤの変更を記載
する。
【０００６】
　図９は、「ある路線」に於ける列車ダイヤを示す図であり、「ある列車」がＣ駅からＡ
駅まで運転した後に、Ａ駅で折り返して、再びＡ駅からＣ駅まで運転することを表してい
る。便宜上、「ある列車」は、Ｃ駅からＢ駅まで運転される列車１０１、Ｂ駅からＡ駅ま
で運転される列車１０２、Ａ駅で折り返される列車１０３、Ａ駅からＢ駅まで運転される
列車１０４、及びＢ駅からＣ駅まで運転される列車１０５から構成されているものとする
。ここで、現在時刻（図９中の８:００）に於いて列車運行に乱れが生じ、その影響とし
て、列車１０１及び列車１０２の運行が図１０に示す様に遅延するものと推定されたとす
ると、この列車は、次の折り返し列車１０３に間に合わなくなるため、列車運行計画の変
更が必要になる。
【０００７】
　列車運行計画の変更方法としては、様々な方法が考え得る。例えば、図１１に示す様に
、列車１０３,１０４,１０５を列車１０１及び１０２の遅延時間分だけスライドさせると
いう方法が、考えられる。又、図１２に示す様に、列車１０２,１０３,１０４を運休させ
た上で、新たにＢ駅での折り返し列車１０６を作成することで、列車１０５は当初の計画
通りに運行させる方法が、考えられる。又、図１３に示す様に、列車１０２,１０３を運
休させた上で、列車１０１はＢ駅で車両基地に入れ、新たにＢ駅から別の列車を出発させ
てＡ駅まで運行する列車１０７を作成し、当初の列車１０３,１０４,１０５に接続すると
いう方法も、考えられる。何れの場合に於いても、複数本の列車に対する操作から一連の
計画変更が構成されている。
【０００８】
　従って、ある作業端末で「ある列車」に対する操作（例えば、図１１に示す様に列車１
０４の時刻を変更させる操作）を実行した際に、他の作業端末上に当該列車の情報だけを
表示して当該列車に対する操作を抑制したり、或いは、当該列車だけを対象とした排他制
御をするだけでは、当該列車に関連する他の列車に対する操作が他端末で行われ、一連の
計画変更が事実上意味をなさなくなり、効率的な列車運行計画の作成が妨げられるという
問題点があった。
【０００９】
　この発明は、上記の様な問題点を解決するために成されたものであり、複数人で効率良
く列車運行計画を作成し得るシステムを得ることを、その目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　本発明の主題に係る列車運行計画作成システムは、複数台の作業端末がネットワークに
より接続された列車運行計画作成システムであって、各作業端末は、表示装置と、作成中
の列車運行計画を前記表示装置の画面上に表示する画面表示手段と、自端末に於ける作業
内容を操作履歴として蓄積すると共に、前記自端末に於ける作業内容を、前記ネットワー
クを介して、他の作業端末へ送信する自端末操作履歴蓄積手段と、他の作業端末に於ける
操作履歴を、前記ネットワークを介して取得し、他端末操作履歴として蓄積する他端末操
作履歴蓄積手段と、前記他端末操作履歴に基づき当該他端末操作履歴に対応する他の作業
端末に於いて将来に操作される内容を推定する他端末操作推定手段とを備え、前記画面表
示手段は、前記他端末操作推定手段によって推定された前記他の作業端末に於ける操作内
容を、前記作成中の列車運行計画が表示された前記表示装置の画面上に表示し、各作業端
末は、前記自端末に於ける作業内容と前記他端末操作推定手段によって推定された前記他
の作業端末に於ける操作内容とが競合するか否かを比較して、競合する場合には前記画面
表示手段を用いて前記作成中の列車運行計画が表示された前記表示装置の画面上に警告を
表示する比較手段を更に備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の主題によれば、他の作業端末での現在及び将来の操作内容を考慮しながら、複
数人で効率良く列車運行計画の作成を進めることが出来る。即ち、互いに影響を及ぼす作
業が並行して実施されることによる手戻りが低減され、列車運行計画作成業務をスムーズ
に遂行することが出来る。
【００１２】
　以下、この発明の主題の様々な具体化を、添付図面を基に、その効果・利点と共に、詳
述する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　（実施の形態１）
　図１は、本実施の形態に係る列車運行計画作成システムの構成を示すブロック図である
。図１に示す様に、作業端末Ａは、例えばパーソナルコンピュータより成り、１）液晶デ
ィスプレイ装置等より成る表示装置１１７、２）作成中の列車運行計画を表示装置１１７
の画面上に表示する画面表示手段１１０、３）キーボード及び／又はマウス等より成る計
画入力手段１１１、４）自端末に於ける作業結果を蓄積すると共に、当該作業結果を、ネ
ットワーク１１５を介して、他端末にも送信する自端末操作履歴蓄積手段１１２、５）他
の作業端末に於ける操作履歴を、ネットワーク１１５を介して取得し蓄積する他端末操作
履歴蓄積手段１１３、６）他端末操作履歴蓄積手段１１３内に蓄積されている他端末の操
作履歴から当該他端末に於いて将来に操作される内容を推定する他端末操作推定手段１１
４、及び、７）他端末操作の推定内容と自端末で操作された作業内容とを比較する比較手
段１１６の各構成要素から構成されている。そして、同様の構成・機能を有する複数台の
端末が、ネットワーク１１５を介して、互いに接続されている（例えば、図１中の他の作
業端末Ｂは、作業端末Ａと同様の構成要素を備えている。）。
【００１４】
　ここで、複数台の作業端末の各々の表示装置１１７に於いて、列車運行状況を示す画面
が図１０に示す様に表示されている状況を例として、作業端末の各構成要素の処理につい
て記載する。
【００１５】
　今、作業端末Ａから見て他の作業端末の一つに該当する作業端末Ｂに於いて、列車１０
２に対する運休操作が行われたものとすると、この操作情報は、ネットワーク１１５を介
して、作業端末Ａに入力された後、他端末操作履歴蓄積手段１１３内に、他の作業端末に
於いて実際に実行された作業の操作履歴として、蓄積される。次に、作業端末Ａに於ける
他端末操作推定手段１１４は、列車１０２の運休操作の作業に引き続いて他の作業端末Ｂ
に於いて行われると推定される操作内容を推定する。この例では、他端末操作推定手段１
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１４は、ｉ）図１２に示す様な、列車１０３の運休・列車１０４の運休・Ｂ駅での折り返
し列車１０６の追加と言う操作を、或いは、ｉｉ）図１３に示す様な、列車１０３の運休
・列車１０１の基地入庫・列車１０７の基地出庫・列車１０７の運転及びＡ駅での折り返
しの追加等と言う操作を、他の作業端末Ｂに於いて引き続いて行われる操作として、推定
する。
【００１６】
　その上で、比較手段１１６は、他端末操作推定手段１１４が出力する他の作業端末Ｂの
操作推定内容を、画面表示手段１１０を用いて、他の作業端末Ｂの操作履歴と共に、他の
作業端末Ｂに於いて行われると推定される操作内容と区別して、表示装置１１７の画面上
に表示する。例えば、画面表示手段１１０は、図２に示す様に、破線１０２で示された他
の作業端末Ｂの操作履歴の表示とは別に、他の作業端末Ｂに於いて行われると推定される
操作内容を強調表示して表示装置１１７の画面上に図形表示する（推定される操作内容を
、その他の内容とは異なる色の使用で以って視覚的に違いが読み取り易い様に図形的に表
示する、或いは、その他の内容とは異なる太線で以って視覚的に違いが読み取り易い様に
図形的に表示する。）、又は、図２に図示されている操作内容を文字列として表示装置１
１７の画面上に表示する。或いは、比較手段１１６は、他の作業端末Ｂの操作推定内容の
上記表示に加えて、又は、上記表示を実行しないで、プログラムの実行によって、自端末
Ａに於いて他の作業端末Ｂに於いて行われると推定された操作内容を以後は操作出来ない
様に、自端末Ａの操作をロックする。
【００１７】
　更に、比較手段１１６は、自端末Ａの計画入力手段１１１より入力されて自端末Ａに於
いて操作ないしは作業された内容が自端末操作履歴蓄積手段１１２内に蓄積された後に、
他の作業端末Ｂに於いて行われると推定された操作内容と自端末Ａに於いて操作された内
容とが競合しているか否かの観点から、両内容を比較する。その結果、両内容が競合しな
い場合には、比較手段１１６は何等の動作を引き続いて行うことはない。しかし、両内容
が競合する場合には、比較手段１１６は、画面表示手段１１０を制御して、表示装置１１
７の画面上に、「警告」のメッセージを表示する。例えば、画面表示手段１１０は、「同
じ操作内容を操作しています」と言う様な文字列で上記「警告」を表示装置１１７の画面
上に表示する、或いは、同じ操作内容の所を例えば赤色で描画することで上記「警告」を
画面上に図形表示する。又、自端末Ａの比較手段１１６は、「警告」の表示後に、競合し
ている他の作業端末Ｂに対してのみ、上記「警告」のメッセージ信号を、ネットワーク１
１５を介して、送信することとしても良い。但し、作業端末Ｂもまた、他の作業端末Ａか
ら送信されて来る当該作業端末Ａに於いて行われた操作内容の情報を受信して、その他端
末操作履歴蓄積手段１１３内にその受信情報を蓄積して、同様に、作業端末Ａに於いてそ
の後に行われる操作内容をその他端末操作推定手段１１４で以って推定した上で、上記の
表示処理及び比較処理を同様に行っている。
【００１８】
　尚、他端末操作推定手段１１４に於いて行われる、他端末の実際の操作内容の情報から
将来の操作内容を推定する方法は、上記のｉ）又は上記のｉｉ）には限定されない。その
他の推定方法を以下に列記するならば、次の通りである。
【００１９】
　例えば、他端末操作推定手段１１４は、図３に例示する様に、その各々のパターンが一
連の操作内容から成る複数の操作パターン（運行計画パターン）を予め記憶ないしは登録
しておき、他の作業端末から送信されて来て取得・蓄積した操作内容と同一の操作内容を
含む操作パターンを図３の様に登録された複数の操作パターンから検出して、検出された
操作パターンに含まれる全ての操作内容を当該他の作業端末に於ける将来の操作内容とし
て推定することとしても良い。その際に、登録された複数の操作パターンから検出された
操作パターンが複数個ある場合には（例えば、操作内容が図３に示す「後続列車を遅延」
の場合に於いて、操作パターン１の操作１と同様に、操作パターン３もまたその操作１の
内容が「後続列車を遅延」である場合。）、各被検出操作パターンに含まれる全ての操作
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内容を、表示装置１１７の画面上に於いて、一律に強調表示（太線又は着色による描画に
より違いを付けて強調する。）する、又は、文字列として表示することとしても良いし、
或いは、被検出操作パターン毎に表示装置１１７の画面上に於いて区別して図形表示ない
しは文字列による表示を行うこととしても良い。この様な推定方法によれば、他端末に於
いて操作される内容がその操作者の意図と共に分かるため（他端末が何を行いたいか、全
体として如何なる変更を行いたいかを推定出来るため）、自端末でその意図を踏まえた操
作を行う等、複数の操作者の連携が取り易くなると言う利点が得られる。
【００２０】
　又は、他端末操作推定手段１１４は、図４に示す様に、他の作業端末からの操作内容の
実施時刻の前後一定時間の範囲内に含まれる全ての割当対象（列車）を、将来の操作内容
として推定する方法を採用しても良い。図４の例の場合には、比較手段１１６は、列車１
０３，１０４，１０５を当該自端末に於いて以後操作しない様に、表示装置１１７の画面
上に「警告」のメッセージを表示する。或いは、比較手段１１６は、当該自端末が列車１
０３，１０４，１０５の操作を以後出来ない様に、当該自端末の動作をロック処理する。
【００２１】
　又は、他端末操作推定手段１１４は、図５に示す様に、他の作業端末からの操作内容に
関連する駅情報を有する、全ての割当対象（列車）を、将来の操作内容として推定するこ
ととしても良い。
【００２２】
　又は、他端末操作推定手段１１４は、図６に示す様に、他の作業端末からの操作内容に
操作権限が設定されているときに、同じ操作権限が設定されている他の割当対象（列車）
を将来の操作内容として推定することとしても良い。
【００２３】
　以上の記載より、図１の構成によれば、他の作業端末に於ける将来の操作内容を推定す
ることが出来るので、複数台の作業端末に於ける操作内容の競合を回避することが出来、
従って、効率良く、複数人による列車運行計画の作成を遂行することが可能となる。又、
他の作業端末から実行した操作情報として送信されて来た他端末操作履歴に基づいて当該
他の作業端末の将来の操作推定を自端末で行うこととしているので、ネットワーク１１５
を流れるデータは各作業端末で実際に操作された内容を示す情報（データ）だけとなるた
め、ネットワーク１１５の負荷を小さくすることが出来ると言う利点がある。
【００２４】
　＜変形例１＞
　図７は、本変形例に係る列車運行計画作成システムの構成を示すブロック図である。
【００２５】
　図１の列車運行計画作成システムでは、各作業端末は、自端末での操作内容をそのまま
他の全ての作業端末に送信する一方で、他の作業端末から受信した操作内容を基にして当
該他の作業端末の将来の操作内容を推定する構成を備えていた。
【００２６】
　これに対して、本変形例の列車運行計画作成システムでは、図７に示す様に、各作業端
末は、計画入力手段１２０より入力されて自端末で操作された内容を蓄積する自端末操作
履歴蓄積手段１２１は、図１の自端末操作履歴蓄積手段１１２と同様に、蓄積された自端
末に於ける操作内容をそのまま他の作業端末にネットワーク１２５を介して送信すると共
に、蓄積された自端末に於ける操作内容を自端末操作推定手段１２２にも送信する。そし
て、自端末操作推定手段１２２は、蓄積された自端末に於ける操作内容に基づいて自端末
に於ける将来の操作内容を推定し、その操作推定内容を、ネットワーク１２５を介して、
他の作業端末に送信する。ここでの自端末に於ける将来の操作内容の推定方法については
、実施の形態１で既述した方法を同様に採用出来る。例えば、自端末で操作された内容が
図２の列車１０２を運休させる操作である場合には、自端末操作推定手段１２２は、図２
に示されている様なＢ駅での折り返し列車１０６の追加と言う操作を、自端末に於ける将
来の操作内容として推定する。或いは、列車運行計画の作成に関する一連の操作内容を登
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録した操作パターンに基づいて、自端末の将来の操作内容を推定しても良い。その際、推
定した操作パターン毎に区別して、操作推定内容を画面上に表示することとしても良い。
【００２７】
　その結果、本変形例の列車運行計画作成システムでは、他端末操作履歴・操作推定内容
蓄積手段１２３は、全ての他の作業端末の各々に於いて操作された内容及び将来の操作内
容として推定された内容を取得して、蓄積する。そして、本変形例の列車運行計画作成シ
ステムの比較手段１２６は、他端末操作履歴・操作推定内容蓄積手段１２３より読み出し
た各他の作業端末に係る操作履歴及び操作推定内容を、画面表示手段１２４を介して、表
示装置１２７の画面上に表示する。その際、画面表示手段１２４は、各他の作業端末に於
ける操作推定内容を、各他の作業端末に係る操作履歴と区別して表示する様に、強調表示
する図形として又は文字列として、表示装置１２７の画面上に表示する。或いは、比較手
段１２６は、各他の作業端末に係る操作履歴及び操作推定内容を自端末で操作し得ない様
に、プログラム的に自端末の動作をロック状態とする。その上で、比較手段１２６は、各
他の作業端末に係る他端末操作履歴と自端末で操作された内容とが競合していないかを調
べる第１比較操作と、各他の作業端末に係る他端末操作推定内容と自端末で操作された内
容とが競合していないかを調べる第２比較操作とを、実行する。若し、両比較操作に於い
て競合状態が見つかれば、図１の列車運行計画作成システムと同様に、比較手段１２６は
、「警告」のメッセージを、視覚的に強調する態様の図形として又は文字列として、表示
装置１２７の画面上に表示し、或いは、更に当該「警告」のメッセージを、ネットワーク
１２５を介して、競合する他の作業端末に送信する。
【００２８】
　この様に、本変形例に於いては、作業端末が自端末内で将来に於ける操作推定処理を行
うため、複数の作業端末の中で、操作をしない監視機能だけを備える端末は、即ち、図７
の手段１２４，１２７のみを備える監督用の作業端末は上記「警告」のメッセージを受信
することで、又は、図７の手段１２３，１２４，１２７のみを備える監督用の作業端末は
、他端末操作履歴・操作推定内容蓄積手段１２３に蓄積された全ての他の作業端末の各々
に於ける操作内容及び将来の操作内容を表示装置１２７の画面に表示することで、各他端
末の操作内容及び操作推定内容を監視することが出来る。
【００２９】
　＜変形例２＞
　図８は、本変形例に係る列車運行計画作成システムの構成を示すブロック図である。
【００３０】
　図１の列車運行計画作成システムでは、各作業端末が、表示装置１１７、画面表示手段
１１０、計画入力手段１１１、自端末操作履歴蓄積手段１１２、他端末操作履歴蓄積手段
１１３、他端末操作推定手段１１４及び比較手段１１６を備えていた。
【００３１】
　これに対して本変形例では、図８に示す様に、各作業端末は、計画入力手段１３３を、
或いは、計画入力手段１３３に加えて表示装置１３８及び画面表示手段（その図示を省略
している。）を備えているのみであるのに対して、各作業端末からネットワーク１３４を
介してその機能部（各手段）にアクセス可能な中央装置（サーバ）が、各作業端末の操作
履歴を蓄積する各端末操作履歴蓄積手段１３０、各作業端末の操作履歴から当該作業端末
の将来の操作内容を推定する各端末操作推定手段１３１（ここでの各作業端末に於ける将
来の操作内容の推定方法についても、実施の形態１で既述した方法を同様に採用出来る。
）、各作業端末の操作履歴とその他の各作業端末の推定内容とが競合していないかを調べ
るための比較手段１３６、画面表示手段１３２及び表示装置１３７を備えている。尚、中
央装置（サーバ）は、画面表示手段１３２及び表示装置１３７を備えている必要性はなく
、それらの代わりに、或いは、それらと共に、各作業端末が計画入力手段１３３に加えて
画面表示手段（図示せず。）及び表示装置１３８を備えていることとしても良い。このと
きには、各作業端末から中央装置（サーバ）へのアクセスに応じて、表示装置１３７の画
面内容の内で各作業端末に関連する表示内容が、同様に、当該作業端末の表示装置１３８
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【００３２】
　この様な構成の採用によれば、少なくとも端末操作履歴蓄積手段、端末操作推定手段及
び比較手段を各作業端末には設けずに、中央装置（サーバ）にのみ設ければ良いので、各
作業端末の負荷を下げることが出来ると共に、システムを安価に構築することが出来る。
【００３３】
　＜利点＞
　上記に記載した実施の形態１及びその変形例１，２の何れかの構成によれば、本システ
ムは、ある作業端末での操作内容に応じて当該ある作業端末の将来の操作内容を推定する
機能を備えているので、ある作業端末での操作内容に関連する操作内容を他の作業端末に
伝えることが出来るため、関連した作業を複数人が同時に行うことを避けながら、複数人
で効率良く列車運行計画の作成を進めることが出来る。
【００３４】
　（付記）
　以上、本発明の実施の形態を詳細に開示し記述したが、以上の記述は本発明の適用可能
な局面を例示したものであって、本発明はこれに限定されるものではない。即ち、記述し
た局面に対する様々な修正や変形例を、この発明の範囲から逸脱することの無い範囲内で
考えることが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　本発明は、例えば、交通システムに適用して好適である。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の実施の形態１に係る列車運行計画作成システムの構成を示すブロック図
である。
【図２】本発明の実施の形態１に於ける画面表示例を模式的に示す図である。
【図３】本発明の実施の形態１に於ける操作パターンの登録状態を模式的に示す図である
。
【図４】本発明の実施の形態１に於ける画面表示例を模式的に示す図である。
【図５】本発明の実施の形態１に於ける画面表示例を模式的に示す図である。
【図６】本発明の実施の形態１に於ける画面表示例を模式的に示す図である。
【図７】本発明の実施の形態１の変形例１に係る列車運行計画作成システムの構成を示す
ブロック図である。
【図８】本発明の実施の形態１の変形例２に係る列車運行計画作成システムの構成を示す
ブロック図である。
【図９】列車運行計画の例を示す図である。
【図１０】列車運行計画の例を示す図である。
【図１１】列車運行計画の例を示す図である。
【図１２】列車運行計画の例を示す図である。
【図１３】列車運行計画の例を示す図である。
【符号の説明】
【００３７】
　１１０，１２４，１３２　画面表示手段、１１７，１２７，１３７，１３８　表示装置
、１１１，１２０，１３３　計画入力手段、１１２，１２１　自端末操作履歴蓄積手段、
１１３　他端末操作履歴蓄積手段、１１４　他端末操作推定手段、１２３　他端末操作履
歴・操作推定内容蓄積手段、１３０　各端末操作履歴蓄積手段、１３１　各端末操作推定
手段、１１６，１２６，１３６　比較手段、１１５，１２５，１３４　ネットワーク。
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